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教育関係共同利用拠点制度による附属練習船の利用 
全国水産・海洋系学部等協議会会長 

鹿児島大学 教授  松岡 達郎 
㻝㻚 㝃ᒓ⦎⩦⯪ 

  練習船は大学設置基準基準により、水産学及び商船系の課程を有する大学に置くことが定め

られた施設である。全国で 7 大学 8 学部がこれに該当し、教育関係共同利用拠点（以下単に拠

点という）制度が対象とする総トン数 20 トン以上のもので、国立大学が保有するものは合計

13 隻である。うち 11 隻が水産学系、2 隻が商船系である。大きさは 175 トンから 1,886 トン

とさまざまであり、水産系学部を有する 4 大学が 1000 トン級の大型船を保有している。 
  練習船はその名の通り基本的に教育目的のもので、多くの水産学系練習船は、漁業及び海事

関係の訓練と海洋環境・資源生物の調査のための機器を装備している（中型船の場合、海事関

係の訓練装備はないか少ない）。水産学に係る実験・調査法を教育するために、実験船・調査船

としての能力も相当高度である。搭載している機器やそれらの仕様は個々の船で異なっている

が、基本的な性格・機能に大きな差はない。商船系練習船は、教育目的の差により装備等も全

く異なり、漁業・観測系の装備は持っていない。 
 
㻞㻚 㝃ᒓ⦎⩦⯪の教育関係共同利用 

  拠点認定を受けている練習船は、おしょろ丸、神鷹丸、汐路丸、勢水丸、豊潮丸、長崎丸、

かごしま丸の 7 隻であり（平成 25 年 8 月現在）、上記の 13 隻のうち半数以上にのぼる。施設

総数に対する認定率の高さは、類型別で見た時、練習船類型の際立った特徴であり、練習船コ

ミュニティでの共同利用の検討の長い歴史を反映したものである。 
  拠点認定を受けた練習船の拠点名の多くは、商船系の 1 隻を除き、例えば「熱帯・亜熱帯水

域における洋上教育のための共同利用拠点（かごしま丸）のように、活動水域名を冠したもの

が多い。その他、黒潮流域圏、東シナ海、日本海および有明海、東京湾から熱帯太平洋海域、

瀬戸内海、亜寒帯海域と、我が国をほぼ取り巻くように設置されている。これは、我が国周辺

水域が、太平洋、日本海、東シナ海、瀬戸内海といった異なった性格の海と暖寒両海流の影響

を受けたきわめて多様性の高いものであるため、海洋国としての我が国の練習船がフリートと

してこれらをトータルにカバーしようとするコミュニティの意志を反映したものである。 
 
㻟㻚 㝃ᒓ⦎⩦⯪の教育関係共同利用の㐍ᒎ 

練習船の共同利用が検討されるようになって既に20年近くの歴史がある。平成8年度に、鹿児

島大学水産学部、長崎大学水産学部、東京水産大学（現東京海洋大学）、北海道大学水産学部の

４学部が組織した「水産学部の船舶の在り方に関する専門委員会」で、共同利用による経費節減

や減船が検討されたのが嚆矢である。その後、平成18年度の「国立大学練習船の共同運航及び経

費削減に関するワーキンググループ（第二次WG）」、平成20年度の「全国水産・海洋系学部等協

議会：国立大学水産系学部の練習船の共同利用・運航及び経費節減等に関するワーキンググルー

プ（第三次WG）」、平成21年度の「練習船の共同利用に関する検討会」で検討を重ねた。   
平成21年9月の「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程」の下で「教育関係共同利用拠

点制度の対象となる練習船に関する留意事項」が示された。これは同種のもので最も早い時期に

策定されたが、上記のようなコミュニティでの検討の結果生まれて来たものである。演習林、農

-  21 -



場等のフィールド教育系施設類型に係る同種の規定のモデルになったと見られるが、「運航可能

日数の2割程度以上の共同利用が見込まれること」と数値目標が含まれている点に特徴がある。 
一方、拠点制度創設に先立つ平成 20 年度から、コミュニティの総意によりかごしま丸によ

る教育のための全国共同利用の先行的取り組みが開始され、現在に至っている。 
 
㻠㻚 㝃ᒓ⦎⩦⯪の教育関係共同利用に䜘る教育 

  共同利用による利用効率の上昇は顕著である。かごしま丸の平成 25 年度の例では、共同利

用航海は全実習航海日数の 76%で、「留意事項」に想定された 20%を大幅に上回っている。ベ

ッド充足率（延べ乗船人日／(実習航海日数×学生乗船定員））は 88%に上昇した。 
主なかごしま丸利用大学は、宮崎大学、近畿大学、日本大学、九州大学等の農学系学部の水

産系学科の学生であり、練習船を保有しない大学の学生に教育サービスを提供するという本来

の目的を十分に果たしている。練習船の利用分野は拠点制度化によって大きく広がった。近年、

農学系（水産学以外）、理学系の学部・研究科による利用があり、来年度には法文学部（海商法

関係）による利用も予定されている。 
  フィリピン大学水産海洋学研究科、カセサート大学水産学部の学生による利用もある。拠点

制度が我が国の大学教育の多様化・高度化を目指すものであるという視点から、外国の大学に

よる利用は厳密には本制度の対象ではないとの考えもある。しかし、共同利用の効果の一つが

他大学の学生との相互啓発にあると考えれば、外国の大学との連携による効果は教育のグロー

バル化の視点からも意義はきわめて大きい。 
  認定施設は、拠点として自らの教育の高度化も図ることが求められる。この点では、上記の

他大学学生との相互啓発に加えて、利用大学の引率教員による乗船中の教育力への貢献も大き

い（制度上は教育は原則として拠点施設の教職員が行うことになっているが、必ず利用大学の

教員が引率することとして運用している）。外国大学の教員による英語での教育などもこの効果

の一つである。一時期、利用大学による単独航海か複数大学の混乗かいずれをよしとするかと

の議論があったが、混乗の効果が大きいことは経験的に明らかである。 
 
㻡㻚 㝃ᒓ⦎⩦⯪共同利用のᑗ᮶ 

  個々の乗船実習の特徴は、実習内容と実習水域の両面に現れる。前者は漁業操業か海洋観測

かいずれに重点を置くか、後者は熱帯・亜熱帯水域か寒帯・亜寒帯水域等のいずれの水域で実

施するかである。前者の実習であれば（特に学部段階では）、実習水域は必ずしも重要ではない。

後者の面では、共同利用を利用して南方・北方水域の実習 2 回を実施し制度のメリットを最大

限に利用している大学もある。また、地理的に離れた練習船保有校同士の利用もあり得る。こ

れらのことから、拠点認定練習船のネットワーク化を提唱したい。ネットワークによりニーズ

を共有し配乗調整等を行うことで、練習船の有効利用とより魅力ある実習を提供できる。 
  現在すでに練習船の利用は、航海日数、ベッド使用率両面で満度に近くなっており、共同利

用の希望はなお増加しつつある。近年は他大学学生主体の航海も増えており、近々に他大学に

よる単独航海が必要になると考えられる。これらに対処しながら共同利用を推進するには、航

海日数増加のための、①燃料費を含む運航費の手当て、②海事職乗組員制度に制約されない乗

務体制の創設、③停泊地当直制度の合理化などのために、財政面・制度面での対処が必要であ

る。理学・工学等の領域での利用を安全で効率よく実施するためには、水産学・海洋学系実習

主体にノウハウを蓄積した乗組員の資質向上への取り組みも必要である。 
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農場拠点における人ᮦ育成機能 

全国大学附属農場協議会会長   

Ᏹ㒔宮大学 教授 ᒃᇛ ᖾኵ 

 

全国大学附属農場協議会は ���� 年に発足し、年（���� 年）で �� 年目を㏄えた。発足当ึ

の加┕校は関東圏の大学が中ᚰであったが、現在では北海道からἈ⦖まで、附属農場（あるいは

フィールド科学センター等、以下同ࡌ）を持つ国立大学法人・බ立・⚾立大学、計 �� 大学が加

┕している。なお、このうち �� 大学では附属農場がその他の附属施設と⤫ᗫ合されて学部附属

の施設、多くはフィールド科学センターとなった。 

大学教育の在り方について、中ኸ教育ᑂ議会大学分科会から提ゝ・⟅⏦がなされ、平成 �� 年

度には「中長期的な大学教育の在り方に関する第一次・第二次ሗ࿌᭩」の中に教育関係共同利用

拠点の創設が提ゝされた。その結果、学校教育法施行規則が「大学における教育に関わる施設は、

教育上ᨭ㞀がないと認められるときは、他大学の利用に供することができる。他の大学の利用に

供する場合において、当該大学施設が大学教育の充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠

点として文部科学大⮧の認定を受けることができる。」とᨵṇされた。 

文部科学┬は、平成 �� 年度の以後、教育施設の共同利用拠点化を推進する立場で、全国大

学附属農場協議会と協議を進めてきた。これに対して運Ⴀ等の異なる附属農場（センター）にお

いて、いろࢇな議論があり、拠点化によって差別化が行われ、⤫ᗫ合が進むのではないか、予⟬

の保ドがない、などの理⏤で、農場協議会としては当ึᾘᴟ的であった。しかしながら、様々な

議論のᮎに、拠点化が附属農場の᪂しい可能性を♫会にピールする⤯ዲのࣕࢳンスとᤊえ、農

場協議会としても文部科学┬に積ᴟ的に協力することとなった。平成 �� 年 �月 �� 日に第二次බ

ເとして「農場」の共同利用拠点認定制度を実施することとなった。平成 �� 年度は、教育関係

の一部門として農場部門のເ㞟・認定స業が行われた。農場協議会では積ᴟ的にሗの開示要ㄳ、

㞟、提供を行い、多くの附属農場より、⏦ㄳ計⏬調᭩の内容や予⟬のヲ⣽、大学本部の考え方

や対ᛂ、文科┬による᥇ᢥ結果とその理⏤までሗ提供してもらった。ሗの共有化がఱಸも有

意義なものとなり、附属農場㛫のᙉᅛなಙ㢗関係の☜立へと進行した。その結果、全国の附属農

場が⏦ㄳを検討し、実際に⏦ㄳに至った大学は東北大学、Ᏹ㒔宮大学、⟃Ἴ大学、京㒔大学、岡

ᒣ大学、広島大学の㸴大学であった。厳ṇなる᭩類ᑂ査と現地視ᐹ等を経て、この �� 年度はᏱ

㒔宮大学と広島大学、��年度は東北大学、さらに �� 年度は㟼岡大学が、また �� 年度はಙ州大

学と宮崎大学が認定された。認定大学はそれࡒれ特Ⰽある実習教育をᒎ開しており、利用大学の

学生数は年々増加しており、また⥅⥆をᙉく望ࢇでいるのが実である。このように拠点化実習

の効果は大きな反響をࢇでいる。 

したがって、附属農場はᚑ来の農業に関する実㊶的な学びの場としてࡔけではなく、生・㣗・

自↛・環境の学びの場としても、さらには人㛫ᙧ成や人ᮦ育成の場としても、᪂しい౯値を生み

ฟし、発ᒎすることが期ᚅされる。また、農学系学部にとどまらず、ᰤ㣴系、環境系、教育系な

どさまざまな学部の基┙ならびに専門教育の場として附属農場は有用であり、一方、自大学の農

学系学部の学生は、異分野の学生との流は่⃭的機会であり、流を通して、自らの学びの意

義を認㆑し、視野が広がることにより、より実㊶的で総合的な能力を㣴うことが期ᚅされる。 
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演習林拠点における人ᮦ育成機能 

全国大学演習林協議会会長 

京㒔大学 教授 ྜྷ岡 ᓫோ 

大学演習林における人材育成 

 大学演習林は、大学設置基準において、林学に関する学科を設ける大学に設置することが定められ

ている施設です。᳃林・林業に関わる施業ᢏ⾡ಟ得の教育・研ಟの場としての意義とᮌᮦ等の資源を

活用してධを上ࡆる現場としての意をేࡏ持っていました。ところが、近年の林業のと地⌫

環境への関ᚰの高まりから、᳃林が、林業の場から、環境教育・研究の場へとその意がኚ㑄してき

ました。それにつれて、大学演習林でも、᳃林生ែ学の教育・研究や環境教育の場としての利用が増

えてきています。 

 どのような人ᮦを育成しようとしているのか、大学演習林ごとに目的は多少㐪うかもしれまࢇࡏが、

現場体験を通して考えることのできる人ᮦ育成を目指しているとゝえます。演習林のඖ来の教育目的

は、林学に関する学部専門教育ですが、先に㏙べたように、᳃林に対して環境保全などのබ┈的機能

が期ᚅされるなかでは、農学・理学にとどまらず、人文♫会系の大学生に対しても、᳃林環境につい

て総合的に考えることのできる人ᮦ育成に貢献すべきࡔと考えています。もちろࢇ、林業施業のプロ

フ࢙ッシࣙナル（の༸）の育成については、後もᙉ化して行かねばとᛮいます。このような人ᮦ育

成のために、大学演習林は、実習を始め、様々な教育メニューを提供してきました。教育関係共同利

用拠点は、そのために有効な一つの手法ࡔと考えています。 

 

教育関係共同利用拠点への取り組み 

 大学演習林ごとに、Ẽೃ、ᅵተ環境などがそれࡒれ大きく異なり、北海道の北方林からἈ⦖の亜熱

帯林まで幅広い᳃林帯をカバーしています。また、ኳ↛生林と人工林の割合も異なっており、得意と

する教育・研究の分野も演習林ごとに異なっています。したがって、大学演習林が教育関係共同利用

拠点として活動するメリットとして、自大学の演習林ࡔけでは経験することのできない幅広い᳃林環

境での教育・研究の機会を提供できることがあࡆられます。そのためには、単独の演習林が拠点とし

て認定されるよりも、いくつかの演習林をネットワークでつないࡔᙧで拠点として認定されることが

有意義と考えられました。そこで、文部科学┬に対して全演協から提ฟした「演習林共同利用及び演

習林共同利用拠点認定に関する検討ሗ࿌」（平成��年�月��日）では、ネットワーク型の拠点⏦ㄳを

提しました。たࡔし、単独での⏦ㄳの道も開いています。 

 ネットワーク、単独をၥわず、拠点の特Ⰽを明☜にするために、全演協では、拠点で実施する教育・

研究として、①᳃林と人とのかかわり、②環境と᳃林、③᳃林生ែ系、մ᳃林施業（⟶理）の�つの

テー࣐を取り上ࡆています。 

 現在までに拠点として認定された大学演習林は、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター᳃

林圏ステーシࣙン、᪂₲大学農学部附属フィールド科学教育研究センターబΏステーシࣙン、㟼岡大

学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター᳃林生ែ系部門南ルプスフィールドの�ࣨᡤで

す。これらのすべてが、②環境と᳃林、③᳃林生ែ系を主なテー࣐とする拠点として⏦ㄳし、᥇ᢥさ

れています。 
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今後の取り組み 

 演習林の拠点⏦ㄳが始まって以来、���� 年までの �年㛫に、延べ�� の演習林が拠点⏦ㄳをしまし

たが、����年度に�演習林が⏦ㄳした中で、前㏙の�演習林が拠点認定を受けたに㐣ࡂまࢇࡏ。᥇ᢥ

されなかった理⏤のほとࢇどが、共同利用実⦼が少ないこと、後の利用ᣑ大が期ᚅできないという

ものでした。これが拠点認定に際して、大きなハードルになっています。大学演習林の多くは、通

౽なዟ地に置しており、実習は泊まりがけでなければ実施できない場合がほとࢇどです。必↛的

に、演習林施設の教育利用は、学ఇ期㛫に限られます。しかも、ኟఇみの利用がほとࢇどで、・

ఇみは積㞷のため利用できない施設もあります。ྛ演習林は、自大学の学生実習をすでに多く受けධ

れており、また、一⯡ᕷẸ等へのබ開ベントを手がけている演習林も多く、他大学利用を受けධれ

るవ⿱が少ないというၥ㢟があります。しかし、ྛ大学演習林では、教育関係共同利用拠点⏦ㄳとそ

れに先立って取り組ࢇできたබ開᳃林実習の開設をዎ機として、他大学生向けのプログ࣒ࣛを開発し、

共同利用のಁ進を図っています。他大学の実習科目の受けධれや༞業研究、ಟ士論文研究のための利

用も積ᴟ的に受けධれており、大学演習林全体として、後も教育利用がᣑ大していくと予想されま

すので、拠点のເ㞟が⥆く限り、ࣞࣕࢳンࢪが⥆くとᛮいます。全演協としてもバックップしてい

きたいと考えています。 

 もう一つのၥ㢟は、拠点の中ᚰテー࣐として�つの課㢟をᣲࡆていますが、拠点に認定された演習

林の課㢟がすべて、②環境と᳃林、③᳃林生ែ系であることです。人ᮦ育成の幅をᢸ保するためにも、

他の�課㢟での拠点認定も目指していかねばとᛮいます。 

 演習林の教育関係共同利用拠点認定が始まったころは、施設ごとの⏦ㄳに限られていました。しか

し、全演協では、ネットワーク型の拠点の意義と有効性を文部科学┬にッえてきました。北海道大学

北方生物圏フィールド科学センターのネットワーク型拠点はその成果ࡔとᛮいますが、拠点として認

定された演習林のネットワークにあとから他大学の演習林が加わることも、共同利用をᣑ大する意

で有効な手段ではないかと考えています。ṧᛕながら、現在のネットワーク型拠点では、ᴫ⟬要求に

よって予⟬ᥐ置されるのは、主体となる拠点演習林ࡔけです。ネットワークのᣑ大が、大学演習林の

利・活用に有効であり、大学教育に資することを実⦼として積み上ࡆていけば、᪂たな教育関係共同

利用拠点の仕組みにつながっていくのではないかと期ᚅしています。 
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共同利用拠点の利用者の立場から 
（一♫）教育ネットワーク中国௦⾲理事 
 ベト㡢ᴦ大学 学長 ᕝ野 ♸二ࢨリ࢚

 
㸯㸬はࡌめに㸫教育ネットワーク中国と単互事業㸫 
  一⯡♫ᅋ法人教育ネットワーク中国は、広島の高等教育機関が連携・協力して広島の

高等教育機関全体が魅力あるものとなり、ྛ大学の学生の多様なニーズにᛂえ、学ࡪ意

ḧのある人々により多くの学習機会を提供することを目的として 1998 年に設立され、現

在 26 の大学、▷期大学、大学校等および教育委員会など 3 ᅋ体がṇ会員となっている。 
「単互」「高大連携」「教職員研ಟ」「生ᾭ学習」「地域♫会との連携」の 5 つの事

業をᒎ開し、その中でも単互事業は 1999 年 4 月より実施しており、2013 年度の提

供科目は 243 科目、ᒚಟ者数は 269 人（延べ人数、実人数 122 人）となっている。 
 
㸰㸬体験型㞟中授業科目 
  単互授業科目の中で、ᐟ泊をకう体験型㞟中授業科目として、広島経῭大学が提

供する「広島を学ࡪ㸫ࣄロシ࣐をṌいて考える㸫」および（特定㠀Ⴀ利活動法人）南大

㜰地域大学コンࢯーシ࣒との広域型単互科目である「キࣕリと♫会㸫♫会の中

で自分を生かす法㸫」（⩚⾰国際大学提供）が 2009 年度よりẖ年開設されている。 
  それに加えて 2010 年度より広島大学生物生産学部は「のᑛ厳をᾰ㣴する㣗農フィー

ルド科学演習」を、2011 年度より「瀬戸内海のᜨみと現≧を学ࡪ洋上㔛海総合演習」を、

さらに 2013 年度より「瀬戸内の農水産業を学ࡪ総合演習」の 3 科目を単互科目とし

て開設した。これらはᚑ来教育ネットワーク中国加┕大学にはない分野の授業科目であ

り、学生はもとより教職員からも授業に期ᚅするኌがあがった。 
 
㸱㸬課㢟とᒎ望 
  体験型授業科目の実施にあたり、共通するၥ㢟点もᚎ々に明らかとなった。ᒚಟ者㛫

の授業に向かう熱意・ጼ勢の差が、実習中の様々な活動の中に明☜に⾲われ、授業運Ⴀ

にᨭ㞀をきたす場合がฟてきた。学生を㏦りฟす大学ഃのၥ㢟もあるかもしれない。 
  授業実施に際してゎỴするべきこと、そして᪂たに発生するၥ㢟があるとしても、広

島大学教育関係共同利用拠点制度を活用した単互の科目提供は後も⥅⥆さࡏてほ

しい。農場、水産実験ᡤ、練習船は他の加┕大学にはない広島大学ᅛ有の施設であり、

それࡒれの拠点に課されている人ᮦ育成のためにも、科目提供は㠀ᖖに有┈であると考

える。後、大学㛫のより相ᛂしい連携事業の推進のためには、授業運Ⴀスタッフと教

育ネットワーク事務ᒁとの定期的な意見も必要でないかと考える。 
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質ᛂ⟅・総合討論 要約 
 
 文部科学┬ 高等教育ᒁ専門教育課課長⿵బ ᑠ㇂直Ặへの質ၥە
ཧ加者㸿：予⟬的には㸪特別教育研究費の方をᨭᣑ大すると⪺いている。そちらをᣑ充

して㸪教育関係共同利用拠点の方は⦰ᑠする方向にあるのか㸽 
ᑠ㇂：教育関係共同利用拠点は学校教育法によって制定された制度で㸪予⟬ᥐ置ではない

ので㸪必ずしも予⟬のᨭがあるとは限らない。特別教育研究費に関しても㸪ᣑ大ഴ向に

あるとはᛮっていない。文部科学┬としては学生数にᛂࡌた予⟬配分ではなく㸪特別な事

業を行うなど内容によって㸪足する経費を⿵ሸしたいという意向は持っているが㸪それ

は特別教育研究費に限ったことではない。 
ᗙ長：拠点化制度は４年目を㏄え㸪来年度⏦ㄳになる。⏦ㄳしてから認定までが㐜くな

ってきているが㸪㸱月に認定がษれてࣛࣈンクが生ࡌたりしないように㸪⏦ㄳしてすࡄに

認定されるのか。 
ᑠ㇂：そういうことがないようにしたいとᛮっている。 
ᗙ長：㸯拠点あたりのᨭ㔠㢠の設定について㸪ఱか基準があるのか。 
ᑠ㇂：全体の予⟬が 6㹼7 ൨で増加しない一方で㸪認可される施設は増加しているので㸪

㸯拠点あたりに配分できる㔠㢠は減少している。現在明☜な方㔪があるわけではないが㸪

ึ期コストとࣛンニングコストをᓧ別するような予⟬の仕組みが必要であると考えている。 
松岡（鹿児島大学）：拠点化制度では海外の大学の利用は想定されていないが㸪国際的に連

携するうえでṊ器になるとᛮう。それでも外国の大学は利用実⦼の対象外なのか。 
ᑠ㇂：国際的に連携していくことも必要。制度的にもゎ㔘を検討したい。 
ᒃᇛ（Ᏹ㒔宮大学）：認定が᭦᪂されることは☜実なのか。 
ᑠ㇂：法ᚊで制定された制度なので㸪法ᚊがᨵṇされない限り⥆く。現在認定を受けてい

ない大学も⏦ㄳすることができるし㸪認定を受けた大学は⏦ㄳすることができる。 
ཧ加者㹀：認定施設が多くなると㸯拠点あたりの予⟬配分がᑠさくなり㸪すべての施設が

認定されると制度の意がないのではとᛮう。認定施設数の上限などは設けているのか。 
ᑠ㇂：上限は全く考えていない。制度の本質的には多くの大学に使ってもらうことが目的

なので㸪上限を設けることに意はない。 
ᗙ長：教育成果が上がれば拠点が増えて㸪予⟬要求も増やしてもらえるということか。 
ᑠ㇂：制度全体の㛶議Ỵ定によって最ึの㔠㢠がỴめられているので㸪現実的には㞴しい。 
 
 
 
 全国水産・海洋系学部等協議会会長 鹿児島大学教授 松岡達郎Ặへの質ၥە
ཧ加者㹁：海域シ࢙リングについて㸪例えば広島大学の豊潮丸はかごしま丸の海域であ

る南海にも進ฟしているが㸪ᑠ型船でしかできないことをやっている。理⏤があってやっ

ているということをሗ共有してḧしい。 
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松岡（鹿児島大学）：大型船の場合海域㸪ᑠ型船の場合内容まで㋃み込ࡔࢇものが拠点化の

テー࣐になっている。ᑠ型船の場合㸪教育特性ᨾにこの海域でやる㸪ということがあるの

で㸪両方をコーディネートできるようにしたい。 
ᗙ長：練習船は利用実⦼が高く㸪運航日数が上限に達している。この場合㸪どうやって調

整するのか。利用大学にඃ先㡰をつけるなどの対ᛂになるのか。 
松岡：ネットワークをᙧ成すると運航日数を調整できる。しかし㸪船員法により海ᢏ職の

乗船日数の制約を受けている。後は㸪海ᢏ職とはちょっと離れた特௵の職員等を組み合

わࡏた௦乗船は実現できるようになるのではとᛮう。 
ཧ加者㹂：広島大学では農場㸪練習船㸪水産実験ᡤが拠点認定を受けている。物質のᚠ環

などを考៖すると㸪後は農場㸪練習船㸪水産実験ᡤをまとめたハࣈリッド型の拠点化

を考えてもいいのでは。 
松岡：大学の立場からすれば㸪少なくとも⮫海から練習船までというトータルなビࣙࢪン

を立てる必要はあるはᛮう。 
ᑠ㇂：考えられるが㸪利用者の立場からすると一⥴に使わなくてはいけない理⏤㸪要求は

どの程度あるのか。制度的には可能ࡔとᛮうが㸪テクニカル的には㞴しいのでは。 
ᕝ野（࢚リࢨベト㡢大）：一⥴にすると㸯つずつの῝さがなくなるのと㸪船と農を一⥴にし

た場合㸪内容的に離れているとᛮう。 
ྜྷ岡（京㒔大学）：京㒔大学演習林と㸪北海道大学⮫海実験ᡤで㸪共同で実習を持っている。

共同で㸯つの科目をつくることはできるが㸪それが㸯拠点にとって必要なのかはわからな

い。 
 
 
 
 全国大学附属農場協議会会長 Ᏹ㒔宮大学教授 ᒃᇛᖾኵẶへの質ၥە
ཧ加者㹃：Ᏹ㒔宮大学では他大の教員をࡪことによって㣗育ができているかもしれない

が㸪⚾たちの農場では職員の専門分野的に㸪㣗と農のつながりしかヰࡏない。後は農場

として㸪㣗農よりも㣗育を考えるべきなのか。 
ᒃᇛ：農場協議会としては㸪㣗農と㣗育両方を重視している。農場のスタッフは㣗農が専

門ࡔが㸪他大学の教員のㅮ義を⪺いてຮᙉしている。㣗農の中に㣗育があり㸪㣗育の中に

㣗農がある㸪というࡩうにやっていかなくてはならない。 
ᗙ長：農場の場合㸪㠀農学系の学生の利用が多い点が他の拠点と異なる。異分野の学生を

受けධれて教育する場合㸪それを専௵教員が引き受けるとなると㈇ᢸが多いのでは。 
ᒃᇛ：実際㸪࣐ンࣃワーが足りないのが課㢟。後考えなくてはいけない。 
ᗙ長：他大学㛫の学生流のၥ㢟もฟたが㸪Ᏹ㒔宮大学は単独利用が多いのか。 
ᒃᇛ：複数同時に受けධれたこともあったが㸪一⥴にやるのが㞴しく㸪ヰし合いの結果単

独になった。後考えなくてはいけない。 
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 全国大学演習林協議会会長 京㒔大学教授 ྜྷ岡⚅ோẶへの質ၥە
ཧ加者㹄：京㒔大学と北海道大学のように㸪他の施設と共同で演習を立ち上ࡆたりしてい

る中で㸪拠点化はその流れを分᩿したりしないのか。拠点化⏦ㄳが㐜れた⫼ᬒにフィール

ドセンターの立ち上ࡆが影響した大学もあったのでは。両方やっていくのが一␒いいとᛮ

うが㸪フィールドセンターと拠点化の置࡙けをどうᤊえているか。 
ྜྷ岡：☜かに㸪演習林の多くはフィールドセンター化されており㸪᳃・㔛・海の連携を重

視していた。しかし㸪それによって拠点化⏦ㄳが㐜れたわけではなく㸪共同利用が進ࢇで

いないのが課㢟。現実ၥ㢟㸪京㒔大学の他の施設（⮫海実験ᡤ㸪水産実験ᡤ）とẚべても

実⦼に大きなࣕࢠップがある。まずは演習林で拠点化して㸪その上で他の施設との連携を

すすめたい。 
ཧ加者㹅：東京大学は全国に演習林をたくさࢇ持っているが㸪拠点化には乗りẼでないと

⪺いている。拠点化でメリットがない㸪予⟬もないとなると㸪⏦ㄳするところが少なくな

るのでは。 
ྜྷ岡：学内制度のၥ㢟ࡔとᛮう。単互にも乗りẼでない。 
ཧ加者㹆：拠点化はどの認定も原則として単の認定をకうということになっているが㸪

東京大学は大学全体として特別⫈ㅮ制度というのを持ってない。特別⫈ㅮ制度を持ってな

いと他大学の学生に対して単の認定ができないので㸪東京大学は動きが㐜かったと⪺い

ている。 
松岡：かごしま丸は㸪他大学が自分の大学の施設のように利用して㸪単をฟすために利

用されている。単互にこࡔわる必要はないのでは。 
ྜྷ岡：文部科学┬から拠点の認定のヰがあった時㸪必ず単認定をకう実習をやることと

いうのがノルࡔ࣐とゝわれた。学内ᥐ置で単認定ができるような科目を持つこと㸪ある

いは学則の中にこの施設を他大学利用に供することができると置࡙けることとが᮲௳に

なっており㸪それがᗄつもの大学でかなりのハードルになった。 
ᗙ長：Ᏹ㒔宮大学では㸪単はどこがฟしているのか。 
ᒃᇛ：他大学でฟしている。単認定はしていない。 
ᑠ㇂：制度としてこの留意事項に㸪「単認定をకう実習を提供すること。なお㸪当該施設

における実習を授業科目の一部として実施して単認定をするというのも含まれる」とな

っている。 
ᗙ長：⮫海⮫†実験ᡤ㸪練習船は拠点認定率が高い。これは共同利用等の利用実⦼が高い

と理ゎしていいのか。 
ᑠ㇂：そういうことになる。 
ᗙ長：演習林も地域的特性がᙉいとのことࡔったが㸪認定されている拠点では㸪᪂₲大

学はబΏという地域名がฟているが㸪ほかは教育内容に関連したテー࣐になっている。4
つのテー࣐がฟてしまうと㸪後は重複したテー࣐で⏦ㄳしていくことになるのか。 
ྜྷ岡：重複したテー࣐でも地域が㐪えば認定されるのではと目論見を立てている。 
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 ベト㡢ᴦ大学学長 ᕝ野♸二Ặへの質ၥࢨリ࢚ 教育ネットワーク中国௦⾲理事ە
ᗙ長：利用する大学の教員にも施設を見学に来てḧしいが㸪可能か。 
ᕝ野：職員や教員に理ゎしてもらうために㸪見学会的にしてもらえれば㸯日くらいは行け

るのでは。また㸪フ࢙スࣈックなどで体験しているところをఏえる工ኵをしてḧしい。 
 
 
 
 全体ە
ᗙ長：練習船で㸪ネットワークが大事ࡔというヰがでたが㸪農場の方でもネットワークを

つくる予定はないのか。 
ᒃᇛ：のところないが㸪後考えていかなくてはならない。 
 

-  52 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成２６年１月 発行 

 

●広島大学大学院生物圏科学研究科 

附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター 

・西条ステーション（農場） 

〒739-0046 広島県東広島市鏡山２丁目 2965 

TEL：082-424-7972 FAX：082-424-7971 

・竹原ステーション（水産実験所） 

〒725-0024 広島県竹原市港町 5-8-1 

TEL：0846-24-6780 FAX：0846-23-0038 

  

●広島大学生物生産学部 附属練習船豊潮丸 

〒737-0029 広島県呉市宝町 7-4 

TEL：0823-23-4853 FAX：082-553-0237 
 

 


